
平成２３年度税制改正（地方税）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ２ 府 省 庁 名   総務省        

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  事業税（外形） 不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（         ）

要望 

項目名 
通信業用設備等に係る法定耐用年数の短縮 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）の改正による法定耐用年数の

短縮 

○ 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 

種類「器具及び備品」の構造又は用途「事務機器及び通信機器」 

電話設備その他の通信機器のうち「その他のもの」：１０年→６年 

 

○ 別表第二 機械及び装置の耐用年数表 

設備の種類「通信業用設備」のうち「電気通信処理設備」：９年→６年 

 

・特例措置の内容 

  上記見直しについて、所得税、法人税において当該措置が認められた場合、個人住民税、法人住民税、

法人事業税、固定資産税についても同様の効果を適用する（国税との自動連動を図る）。 

 

関係条文 

 

 

 

減収 

見込額 
（初年度） －           （平年度） －               （単位：百万円）

 

要望理由 

（１）実態との乖離の是正  
通信業用設備等（ルーター及びスイッチ）は技術革新の激しい製品であり、現行の法定耐用年数（９年又は

１０年）を待たずして、早期（５年ないし６年）に更改されているのが現状である。このため、事業者に過度

な負担を負わせることのないよう、法定耐用年数を実態にあわせる必要がある。 

 

（２）クラウドコンピューティングサービスの競争力確保等に不可欠 
政府は、「新成長戦略」、「新たな情報通信技術戦略」、「原口ビジョンⅡ」等において、クラウドコンピュー

ティングの促進、同サービスの競争力確保等をうたっている。ルーター及びスイッチは、クラウドコンピュー

ティングの基盤を構成するものであり、これら機器・設備に対して、実態と大きく乖離した法定耐用年数が適

用されることは、事業者による投資を躊躇させることになり、クラウドサービスの競争力を低下させることに

なる。このため、ルーター及びスイッチへの投資が促進されるよう、法定耐用年数の適正化が不可欠である。

 

（３）環境負荷軽減に貢献 
ルーター及びスイッチは毎年数百万台出荷される等使用台数が非常に多く、その総消費電力も膨大。一方、

技術革新も激しく、３年で約３０％の省電力化が実現することもあり、性能向上も著しい。このため、法定耐

用年数を短縮し早期の更改を促進することで、環境負荷軽減にも大きく貢献できる。 
 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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有

効

性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

ユビキタスネットワークの整備 

政策の 

達成目標 

－ 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

平成２３年度以降 

同上の期間中

の達成目標 

－ 

政策目標の 

達成状況 

－ 

 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

－ 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

－ 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

なし 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

なし 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

なし 

要望の措置の 

妥当性 

法定耐用年数を実態に即した年限に短縮することにより、減税によることなく、ルーター及

びスイッチへの投資が促進され、クラウドコンピューティングの促進、同サービスの競争力確

保等という政府方針の実現に資する。このことは、我が国の情報通信産業の国際競争力の強化

に資することに加え、新たな高性能・低消費電力の通信機器・設備への早期更改による環境負

荷軽減に大きく貢献することとなる。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

なし 

税負担軽減措置等の

適用による効果（手段

としての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

なし 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の

理由 

なし 

 

 

 

これまでの要望経緯 

なし 
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